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[bookmark: _Hlk220945949][bookmark: _Hlk220945950]本要求水準書（骨子案）は、現行のつくばみらい市下水道処理施設における各種業務仕様書の記載をもとに作成しています。
今後、ウォーターPPP導入可能性の検討を行っていく中で、記載項目の追記や詳細化を図っていく予定です。

[bookmark: _Toc221296923]仕様
[bookmark: _Toc221296924]総則
本要求水準書は、つくばみらい市（以下「委託者」という。）における雨水調整池、雨水貯留管、樋管、都市下水路の維持管理業務の適正を期するため、必要な事項を定めるものである。

[bookmark: _Toc221296925]目的
本業務は、業務委託契約書及び関係法令等を遵守した上で、国が推進する管理・更新一体マネジメント方式によるウォーターPPPの枠組みに沿って、委託者が実施する雨水調整池、雨水貯留管、樋管、都市下水路の維持管理業務等を包括的に委託することで、受託民間事業者（以下「受託者」という。）の創意工夫を促すとともに、経済原理に基づく経営手法を活かし、より効率的な事業運営等が実現できるよう、委託者と受託者との連携により、専門的な技術と知識を継承し、将来にわたり適正かつ効率的、経済的に下水道事業を継続することを目的とする。

[bookmark: _Toc221296926]業務委託名称
つくばみらい市その他下水道施設包括的維持管理業務（仮）

[bookmark: _Toc221296927]委託契約期間
令和●年●月●日から令和●年●月●日までの10年間
ただし、契約日の翌日から令和●年●月●日午前●時●分まで習熟期間とする。

[bookmark: _Toc221296928]委託業務の概要
委託業務の概要は次のとおりとする。
(1) 雨水調整池における点検保守業務、除塵等に係る作業及び除草清掃
(2) 雨水貯留管における保守点検・整備業務（内部目視、設備の定期点検及び汚泥・堆積物の除去等）
(3) 樋管における操作作業（河川の増水時及び平水時）
(4) 都市下水路における保守点検・整備業務及び住民対応

[bookmark: _Toc221296929]責任の範囲
責任の範囲は、次のとおりとする。
(1) 業務・負担の区分
委託者及び受託者の業務・負担区分は、別表●のとおりである。
(2) 業務仕様
第２章から第５章に記載する業務仕様を受託者が満足していないと判断した場合、委託者は受託者に対して、書類で改善を要求することとし、受託者は協議あるいは前項と同様、改善計画書を提出し、委託者の承諾を得ることとする。
(3) 故意、過失による損害
受託者が本要求水準書に記載する各種管理業務において、故意また、は重大な過失により施設に損害を及ぼした場合は、その費用を受託者が負担するものとする。
(4) 不可抗力による損害
台風、地震等不可抗力により設備・機器・備品等が損害を受けた場合には、原則として委託者の負担により修理、交換を行うこととする。

[bookmark: _Toc221296930]業務委託遂行
受託者は、業務委託を履行するために必要な人員配置、支援体制を整備し、業務委託の履行に万全を期さなければならない。また、本要求水準書に記載なき事項であっても、業務委託遂行上必要と思われる事については、責任を持って対処しなければならない。

[bookmark: _Toc221296931]管理体制
(1) 管理体制
受託者は、契約時に委託業務管理体制表を提出し、委託者の確認を受けること。
(2) 管理人員
委託業務を円滑に遂行するために必要な管理人員を配置することとし、総括責任者、主任技術者を選任すること。
(3) 緊急時対応
総括責任者は緊急時の連絡体制表を書面で委託者に提出する。
緊急時は、委託者に連絡するとともに運転が中断することがないように適切な応急処置をとり、遅滞なく報告書を提出する。

[bookmark: _Toc221296932]緊急時の体制
(1) 受託者は、大雨、台風、地震並びに重大事故等の緊急事態発生備えて緊急時対応の現場保安体制表を作成し、委託者に提出しなければならない。
(2) 緊急事態が発生した場合には、速やかに対応するものとする。また、異常等の状況を委託者に報告するとともに、両者協議し、対応を決定するものとする。

[bookmark: _Toc221296933]提出図書
(1) 着手届
(2) 作業計画書
(3) 工程表
(4) 管理技術者及び照査技術者等選（改）任通知書

[bookmark: _Toc221296934]総括責任者選任及び職務
(1) 受託者は、総括責任者を選任し、委託者に通知することとする。
(2) 総括責任者は、本要求水準書に定める委託業務に専任すること。
(3) 総括責任者の職務は次のとおりとする。
0. 現場の最高責任者として従業員及び現場作業の指揮、監督を行う。
0. 契約書、要求水準書、委託業務の目的、内容を十分理解し、委託業務を遂行する。
0. 委託者から提供された設計図書、図面等施設資料から施設の機能を十分に掌握し、効果的、経済的な維持管理業務を行う。
0. 従業員の研修を行い、技能の向上、事故の防止に努める。
0. 常に施設の状況を的確に把握し、管理上必要な報告を監督員に行う。
0. 緊急時には、直ちに連絡、対処できる状態にしておくこと。

[bookmark: _Toc221296935]有資格者の配置
受託者は、雨水調整池における維持管理業務を遂行するにあたり、次の資格を有する者を配置することとする。
(1) 第２種酸素欠乏危険作業主任
(2) 刈払機取扱作業者
(3) 小型移動式クレーン技能講習修了者
(4) 玉掛技能者（クレーン車による作業時）
(5) その他労働安全衛生法関係で必要な資格者

[bookmark: _Toc221296936]諸法規の遵守
受託者は、委託業務に適用される法令及び監督官庁からの指示、命令等を遵守し、委託業務を履行しなければならない。

[bookmark: _Toc221296937]業務委託料の見直し
以下に記す状況が生じた際には、年度ごとに、委託者、受託者双方から委託料の見直しを申し入れることが出来ることとし、両者協議のうえ定めるものとする。
(1) 労務費等の単価が急激に変動した場合。

[bookmark: _Toc221296938]仕様発注から性能発注への移行
受託者は、事業開始当初から一定期間は仕様発注により業務を実施し、事業契約期間中に性能発注へ移行するものとする。
(1) 事業契約開始から●年経過後（事業開始●年目）以降においては、性能発注への移行を完了するものとする。 
(2) 性能発注への移行時期及び移行対象業務等については、委託者と受託者の協議により決定するものとし、受託者は移行に向けた具体的な提案を行うこと。当該協議については、受託者また、は委託者のいずれからも申し出ることができるものとする。 
(3) 移行方法については、受託者において仕様発注による業務実施を通じて蓄積したデータ及び知見を基に、性能発注への移行可能性を検討し、その結果に基づき移行の適否を判断することとする。 
(4) 受託者による検討の結果、性能発注への移行が困難と判断される業務については、仕様発注により継続して実施するものとし、移行困難と判断した理由及び検討経緯については記録として保存すること。

[bookmark: _Toc221296939]疑義及び協議
業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議しなければならない。

[bookmark: _Toc221296940]雑則
本要求水準書に明記されていない事項については、両者協議のうえ定めるものとする。

[bookmark: _Ref218630655][bookmark: _Toc221296941]雨水調整池における点検保守業務、除塵等に係る作業及び除草清掃
1. [bookmark: _Toc221296942]業務内容
受託者、以下に示す業務を行うこととする。
(1) 点検保守業務
0. 調整池の正常な機能を維持するために行う点検保守作業。
0. 調整池における点検保守基準については表－１に示すとおり。
なお、詳細については委託者と協議の上、決定する。
(2) その他の業務
除塵、除砂等に係わる作業。点検保守業務と併せて実施する。
(3) 除草清掃
0. 調整池の施設・設備及び周辺環境を良好な状態で維持するために行う作業。
調整池における除草作業基準については表－２に示すとおり。

1. [bookmark: _Toc221296943]業務実施場所及び業務期日
業務場所及び業務期日は表－３に示すとおり。

[bookmark: _Toc221296944]事故の防止
受託者は、業務中に事故が発生したときは、応急措置を講じ、内容を直ちに委託者に連絡し、その指示を受けなければならない。


表－１  調整池点検保守基準
	
点検頻度
	
点　検　内　容
	
備　　考

	
 定期保守　点検
(7回/年)





















	1.点検保守箇所・着目点
①放流構造物
・越流部やオリフィス等の機能確認（目視確認）
・排水ゲート及び排水路の機能確認（開閉動作確認・調整）
・土砂、ゴミ、落葉の堆積状況確認及び除去
（堆積量の計測）
・放流スクリーンの閉塞状況確認及びゴミ・枯草等の除去
・構造物の異常
②調整池
・湛水状況（目視確認）
・ゴミ、雑草の有無
・周辺の状況（目視確認）
・樹根の侵入の有無
　③流入構造物
　　・構造物の異常
　　・土砂、ゴミ、落葉の堆積状況確認及び除去
　　・流入スクリーンの閉塞状況確認及びゴミ・枯草等の除去
　④のり面
　　・のり崩れの有無
　　・周囲の防護柵等の異常確認
　　・防草シートの状況確認、はがれ・めくれ等の簡易的補修
	




















	
緊急点検 巡回
(3回/年)



	
・大雨、台風、地震等の自然災害後において、調整池内の巡視を行い、調整池が正常に機能しているか点検する。また調整池の状況を必要に応じて監視を行い、委託者へ報告する。

※委託者の緊急時の呼出しや作業の要請には、速やかに指示に従い、対応しなければならない。
	








表－２  第４調整池の除草作業基準
	
作業頻度
	
作　業　内　容
	
備考

	
除草作業

傾斜地
(2回/年)

平地
(2回/年)

歩道部
(1回/年)


	
①作業項目
・調整池内の除草、清掃等
・樹木の薬剤散布、剪定等
・草、ゴミ等の処分
・草の運搬、集積天地返し
②報告書
・各工種に分け、毎回の作業内容が分かるように撮影位置図及び同じ場所から施工前・施工中・施工後の写真を提出すること。
③草の集積場及び処分場への搬入
・本業務から発生する草は、下記のとおり搬出すること。
(1)搬出先　小絹水処理センター（集積場）
(2)運搬距離　片道運搬距離→小絹水処理センター
7.0kｍ
	

















  表－３  業務場所及び業務期日
	
業　務　場　所
	
業　務　期　日

	
・第4調整池

・第1調整池

・第2調整池

・第3調整池

	
・定期保守点検　　出水期（6月～10月）は月1回実施
　　　　　　　　　渇水期（11月～3月）は隔月実施
              　　年間７回

・緊急点検巡回　　大雨降雨中、後、その他緊急時
　　　　　　　　　履行期間内で年間３回程度

※点検日については点検周期を考慮し、担当職員と　　　打合せの上決定すること。

	・第4調整池
	・除草作業　　傾斜地（6月、11月）　年間２回
　　　　　　　平　地（6月、11月）　年間２回

　　※作業日については作業周期を考慮し、担当職員と　　　打合せの上決定すること。



表－４　施設一覧
	
設　備　名　称
	
数　量
	
規　　格

	第４調整池
	排水ゲート
	１
	箇所
	※開閉操作バルブ設置

	
	放流水路スクリーン
	１
	箇所
	※移動式

	
	流入管渠スクリーン
	２
	箇所
	φ1500mm・φ2000mm

	
	特殊人孔
	１
	箇所
	1800×1500

	
	特殊人孔
	２
	箇所
	2000×1500

	
	水路
	８２．５
	ｍ
	ボックスカルバート1200×1200

	
	ふとんかご
	１２４．０
	ｍ
	B1200×L2000×H500メッシュ150mm

	
	Ｕ字溝
	７．５
	ｍ
	ロングＵ字溝

	第１調整池
	放流水路スクリーン
	１
	箇所
	※移動式

	第２調整池
	放流水路スクリーン
	１
	箇所
	※移動式

	第３調整池
	流入工
	２
	箇所
	

	
	吞口工
	１
	箇所
	

	
	ポンプ槽
	１
	箇所
	

	
	放流桝
	１
	箇所
	

	
	中継桝
	１
	箇所
	

	
	排水路①
	36.60
	ｍ
	1000×1000

	
	排水路②
	2.00
	ｍ
	1000×1500

	
	水路
	24.80
	ｍ
	600×600

	
	地先境界ブロック
	1369.47
	ｍ
	

	
	ふとんかご
	70.33
	ｍ
	600×1200

	
	格子フェンス
	867.86
	ｍ
	Ｈ1800

	
	門扉
	３
	箇所
	Ｈ1800×Ｗ4000

	
	護岸マット
	7701.40
	㎡
	ｔ50

	
	ガードレール
	234.00
	ｍ
	Gr-C-4E



表－５　緑地一覧
	工　種
	種　別
	細　別
	数量
	単位
	備　考

	樹木管理工
	樹木剪定
	常緑樹（29以下）
	
	　本
	

	
	
	常緑樹（30～59）
	
	　本
	

	
	
	常緑樹（60～89）
	  
	　本
	

	
	
	常緑樹（90～119）
	
	　本
	

	
	
	落葉樹（30～59）
	
	　本
	

	
	
	落葉樹（60～89）
	
	　本
	

	
	
	落葉樹（90～119）
	
	　本
	

	
	寄植刈込
	生垣
	   210
	　ｍ
	35m×2回/年×10か年

	
	
	寄植え
	   150
	　㎡
	25㎡×2回/年×10か年

	
	薬剤散布
	上木（C=29以下）
	
	　本
	

	
	
	上木（30～59）
	
	　本
	

	
	
	上木（60～89）
	　　 
	　本
	

	
	
	上木（90）
	
	　本
	

	
	
	下木（H1～2m）
	
	　本
	

	草地管理工

	草刈
	傾斜地
肩掛け式
	37,578
	  ㎡
	6,263㎡×2回/年
×10か年

	
	草刈
	平地
肩掛け式
	21,786
	㎡
	3,631㎡×2回/年
×10か年

	
	草刈
	緩傾斜地
ハンドガイド式
	12,336
	 ㎡
	2,056㎡×2回/年
×10か年

	
	草刈
	平地
ハンドガイド式
	63,126
	  ㎡
	10,521㎡×2回/年
×10か年

	
	集草・積込
	
	134,826
	  ㎡
	22,471㎡×2回/年×10か年

	
	運搬
	草（処分）
	　　 
	　㎡
	

	
	運搬
	草（集積）
	134,826
	㎡
	22,471㎡×2回/年×10か年

	
	処分
	草
	     
	Kg
	

	
	処分
	枝
	    
	Kg
	　　

	
	集積天地返し
	
	　360
	㎥
	120㎥×1回/年
×10か年



[bookmark: _Toc221296945]その他
今後ウォーターPPP導入可能性に関する検討を進めていく中で、記載項目の追記・詳細化を行う予定。


[bookmark: _Toc221296946]雨水貯留管における保守点検・整備業務
1. [bookmark: _Toc221296947]業務実施場所
つくばみらい市内に設置されている雨水貯留管

[bookmark: _Toc221296948]業務内容
受託者、以下に示す業務を行うこととする。

(1) 保守点検・整備業務
0. 内部目視、カメラ調査、
0. 劣化・堆積状況の確認	
0. 設備の定期点検及び保守、整備	
0. 汚泥・堆積物の除去	
(2) 台帳管理
0. 施設台帳の更新
点検記録

[bookmark: _Toc221296949]その他
今後ウォーターPPP導入可能性に関する検討を進めていく中で、記載項目の追記・詳細化を行う予定。


[bookmark: _Ref218628414][bookmark: _Toc221296950]樋管における操作作業
1. [bookmark: _Toc221296951]業務実施場所
大谷津排水樋管

[bookmark: _Ref218628431][bookmark: _Toc221296952]警戒体制における措置
(1) 以下のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入ることとする。なお、市域で河川の増水や大雨等による樋管の逆流また、は内水浸水が、発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
0. 鬼怒川の鬼怒川水海道観測所での水位（以下、「鬼怒川水位」という。）が1.50メートルに達し、さらに上昇するおそれがあるとき。
0. 市域について大雨警報また、は洪水警報のいずれかが発表されたとき。
0. その他河川の増水により樋管から逆流のおそれがあるとき。

(2) [bookmark: _Ref218628443]警戒体制において、以下の措置をとることとする。
0. 樋管を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
0. 樋管及び樋管を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
0. 樋管の管理上必要な気象及び水象の観測（鬼怒川水海道観測所の水位、鬼怒川上流域の降雨状況及び水位、今後の降雨予測等）、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
0. [bookmark: _Ref218628393]堤防、背後地の状況、水防活動の状況等（以下、「現場状況」という。）も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、樋管に設置した操作盤において鬼怒川や鬼怒川3号幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作（以下、「機側操作」という。）を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員（以下、「機側操作員」という。）に退避を指示すること。
・鬼怒川水位が7.33メートルを超え、さらに上昇が見込まれるとき
・現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき
緊急を要する場合には機側操作員が管理者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
その他樋管の管理上必要な措置
[bookmark: _Ref218628819][bookmark: _Toc221296953]業務内容
受託者は、鬼怒川の増水による鬼怒川3号幹線への逆流を防止することを目的として、以下に示す業務を行うこととする。

(1) [bookmark: _Ref218628615]河川の増水時の樋管の操作
鬼怒川水位が1.5メートル以上、7.33メートル以下であるときは、以下に示すところにより、樋管を操作するものとする。また、樋管の河川側及び住居側の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
0. 鬼怒川から鬼怒川3号幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋管のゲートを全開しておくこと。
0. 鬼怒川から鬼怒川3号幹線への逆流が始まったときは、樋管のゲートを全閉すること。
0. 前号により樋管のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋管の住居側の水位が河川側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。
0. 樋管の河川側と住居側の水位差が、ほとんどない状態で水位が上昇している状態で、かつ樋管の河川側の水位が4.0メートルに達すると見込まれる場合は、鬼怒川から鬼怒川３号幹線への逆流を確認するために樋管のゲートを全閉して河川側と住居側のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。
0. 第４章2(2)（エ）により機側操作員が退避する際は、樋管のゲートを全閉するものとする。
(2) [bookmark: _Ref218628617]平水時の樋管の操作
鬼怒川の鬼怒川水位が、1.50メートル未満のときは、樋管のゲートを全開にしておくものとする。
(3) [bookmark: _Ref218628823]操作方法の特例
事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、第４章(1)(2)に記載する方法以外の方法により、樋管を操作することができるものとする。
(4) 操作等に関する記録
樋管を操作したときは、次に掲げる事項を記録し、委託者へ提出することとする。なお、記録の書式は様式●のとおりとする。
0. 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
0. 気象及び水象の状況
0. 操作したゲートの名称及び開度
0. 操作の際また、は操作しない際に行った通知及び周知の状況
0. 第４章3(3)に該当するときは、操作の理由
0. その他参考となるべき事項
[bookmark: _Toc221296954]その他
(1) 樋管及び樋管ゲートを操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。なお、点検及び整備の書式や点検項目は様式●のとおりとする。
(2) 鬼怒川の鬼怒川水海道観測所地点の水位、樋管の河川側と住居側の水位その他樋管を操作するため必要な事項は、観測するものとする。
(3) 樋管の操作の机上また、は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。なお、訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
(4) 本要求水準書に定めるもののほか、樋管における操作作業のため必要な事項は、別に定める。


[bookmark: _Ref218630671][bookmark: _Toc221296955]都市下水路における保守点検・整備業務及び住民対応
1. [bookmark: _Toc203660648][bookmark: _Toc221296956]適用範囲
つくばみらい市内に設置されている都市下水路

[bookmark: _Toc221296957]業務内容
受託者、以下に示す業務を行うこととする。

(1) 保守点検・整備業務
0. 巡視・点検
0. 清掃、修繕
(2) 緊急時の住民対応
0. 電話応対
現場確認
清掃や工事等現場処置

[bookmark: _Toc221296958]その他
今後ウォーターPPP導入可能性に関する検討を進めていく中で、記載項目の追記・詳細化を行う予定。
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